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◎新潟県告示第197号 

農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号）第18条第１項の規定により、農用地利用配分計

画を次のとおり認可した。 

令和３年２月26日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 農用地利用配分計画の概要 

市町村 賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地 

関川村 ４者 若山310番２ほか29筆 3.7ha 

新発田市 51者 五十公野原中3594番ほか543筆 72.8ha 

阿賀野市 23者 嶋瀬村下890番ほか208筆 28.1ha 

胎内市 ８者 新舘楯ノ東635番ほか45筆 8.4ha 

聖籠町 61者 諏訪山苔沼1702番１ほか1035筆 85.4ha 

新潟市 81者 北区新鼻福島潟乙26番124ほか901筆 83.1ha 

五泉市 ３者 船越窪田1131番１ほか70筆 3.0ha 

三条市 18者 代官島埋リ田3063番ほか360筆 36.9ha 

燕市 81者 小高稲場廻り1905番ほか956筆 99.1ha 

弥彦村 ７者 麓村山沖762番ほか101筆 12.1ha 

長岡市 ８者 富島町水フケ22番ほか52筆 2.7ha 

見附市 １者 名木野町岩沢3425番ほか５筆 0.3ha 

小千谷市 ２者 川井沖ノ田5430番３ほか14筆 1.1ha 

南魚沼市 ５者 上一日市毘沙門713番１ほか31筆 3.5ha 

十日町市 ４者 重地丁3814番ほか24筆 3.2ha 

津南町 １者 上郷宮野原9824番ほか10筆 1.7ha 

刈羽村 １者 割町新田ヨブ田1660番ほか４筆 1.0ha 

上越市 21者 米町3501番１ほか521筆 41.4ha 

妙高市 ２者 十日市枝折田４番ほか９筆 1.9ha 

糸魚川市 10者 道明川端599番ほか95筆 9.4ha 

佐渡市 101者 加茂歌代車塚1890番１ほか1149筆 190.7ha 

合 計 493者 6,183筆 689.4ha 

２ 認可年月日 

 令和３年２月26日 


